
 

【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2022年11月11日

【四半期会計期間】 第74期第２四半期(自 2022年７月１日 至 2022年９月30日)

【会社名】 三晃金属工業株式会社

【英訳名】 SANKO METAL INDUSTRIAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　佐　藤　宏　明

【本店の所在の場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5600(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長　　宮　崎　智　裕

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦四丁目13番23号

【電話番号】 03(5446)5601

【事務連絡者氏名】 経理部長　　宮　崎　智　裕

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
 

 

EDINET提出書類

三晃金属工業株式会社(E00109)

四半期報告書

 1/20



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第73期

第２四半期
累計期間

第74期
第２四半期
累計期間

第73期

会計期間
自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2022年４月１日
至 2022年９月30日

自 2021年４月１日
至 2022年３月31日

売上高 (百万円) 15,845 18,412 34,772

経常利益 (百万円) 979 1,230 2,421

四半期(当期)純利益 (百万円) 672 852 1,648

持分法を適用した場合の
投資利益

(百万円) ― ― ―

資本金 (百万円) 1,980 1,980 1,980

発行済株式総数 (株) 3,960,000 3,960,000 3,960,000

純資産額 (百万円) 20,143 21,471 21,119

総資産額 (百万円) 30,985 34,871 33,484

１株当たり四半期（当期）
純利益

(円) 174.44 221.11 427.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― 130.00

自己資本比率 (％) 65.0 61.6 63.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 171 748 1,903

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △90 △237 △304

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △519 △515 △539

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 8,860 10,354 10,358
 

 

回次
第73期

第２四半期
会計期間

第74期
第２四半期
会計期間

会計期間
自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

自 2022年７月１日
至 2022年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 157.97 204.25
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容につ

いて重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営

者が当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主

要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありませ

ん。

 
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態及び経営成績の状況

当事業年度の需要の前提とすべき2020年度、2021年度の全国非住宅鉄骨造着工床面積（申請ベース）は、2020

年度が前年同期比7.8％減少、2021年度が前年同期比12.9％増加、全国非住宅鉄骨造着工床面積の内、当社工事物

件に関係する工場・倉庫においては2020年度が前年同期比4％減少、2021年度が前年同期比22％増加と2021年度に

かけて回復して推移してまいりました。

 一方で、脱炭素、ウクライナ情勢の長期化による未曾有の資源・材料高が鉄骨・鉄筋を含む鋼材全般、合板、

石油関連の部材を中心に影響し諸資材の価格はさらに上昇し続けております。

このような状況下、受注高につきましては、国内大口一般工事物件の受注、上述の鋼材及び諸資材価格高騰分

を一部受注価格に反映させていただいたことなどにより、前年同期比3,697百万円（20.3％）増加の21,934百万円

となりました。　

売上高につきましては、建築資材不足等による前工程の遅れも含めた工事期間の後ろ倒し等の影響があったも

のの、工場・倉庫などの堅調な需要に支えられ前年同期比2,567百万円（16.2％）増収の18,412百万円となりまし

た。

結果として繰越受注高は前年同期比4,630百万円（22.2％）増加の25,533百万円となりました。

売上総利益につきましては、鋼材価格高騰による原価増はありましたが、受注単価の改善、工事量の増加、工

事原価管理強化による原価低減により吸収し、前年同期比411百万円（12.2％）増益の3,787百万円となりまし

た。

経常利益につきましては、販売費及び一般管理費が153百万円（6.4％）増加したものの前年同期比251百万円

（25.7％）増益の1,230百万円となりました。

四半期純利益につきましては、前年同期比179百万円（26.8％）増益の852百万円となりました。

 

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

（屋根事業）

屋根事業は長尺屋根工事、ハイタフ工事、Ｒ－Ｔ工事、ソーラー工事、塗装工事及び長尺成型品販売を行って

おります。

セグメント売上高は、前年同四半期比2,375百万円（16.8％）増収の16,481百万円となりました。

セグメント利益は、前年同四半期比227百万円（27.0％）増益の1,069百万円となりました。

 

（建材事業）

建材事業は住宅成型品販売を行っております。

セグメント売上高は、前年同四半期比190百万円（11.3％）増収の1,881百万円となりました。

セグメント利益は、前年同四半期比26百万円（24.8％）増益の134百万円となりました。

 

（その他）

その他は太陽光により発電した電力を電力会社に卸売りする事業を行っております。

セグメント売上高は、前年同四半期比１百万円（2.1％）増収の48百万円となりました。

セグメント利益は、前年同四半期比2百万円（9.5％）増益の34百万円となりました。

　

EDINET提出書類

三晃金属工業株式会社(E00109)

四半期報告書

 4/20



 

　　当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末比1,387百万円（4.1％）増加の34,871百万円となりまし

た。　

　これは主に受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産が増加したことによるものであります。　　

　　負債につきましては、前事業年度末比1,035百万円（8.4％）増加の13,400百万円となりました。

　これは主に、工事未払金等が増加したことによるものであります。　　

　　純資産は、前事業年度末比351百万円（1.7％）増加の21,471百万円となりました。

　　この結果、自己資本比率は61.6％（前事業年度末63.1％）となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、10,354百万円となりまし

た。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、748百万円となりました。

主な増加要因は、税引前四半期純利益1,237百万円、仕入債務の増加1,321百万円であります。

主な減少要因は、売上債権及び契約資産の増加823百万円、法人税等の支払額389百万円、棚卸資産の増加額558

百万円であります。

 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の減少は、237百万円となりました。

主な減少要因は有形固定資産の取得による支出147百万円であります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の減少は、515百万円となりました。

主な減少要因は、配当金の支払額501百万円であります。

 

(3) 研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は117百万円であります。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 12,000,000

計 12,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2022年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2022年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,960,000 3,960,000
東京証券取引所
スタンダード市場

単元株式数は100株であ
ります。

計 3,960,000 3,960,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2022年９月30日 ― 3,960,000 ― 1,980 ― 344
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(5) 【大株主の状況】

2022年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本製鉄株式会社 東京都千代田区丸の内２-６-１ 1,245 32.31

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２-１７-３ 266 6.92

NS建材薄板株式会社 東京都中央区日本橋２-７-１ 256 6.66

岡三証券株式会社 東京都中央区日本橋１-１７-６ 87 2.26

 株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

東京都中央区晴海１-８-１２ 86 2.24

THE BANK OF NEW YORK MELLON
140040
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行）

240 GREENWITCH STREET, NEY YORK, NY
10286, U.S.A.
 （東京都港区港南２-１５-１）

49 1.28

内田　正美 茨城県龍ヶ崎市 46 1.20

JP JPMSE LUX RE J.P.MORGAN
SEC PLC EQ CO
（常任代理人　株式会社三菱UFJ
銀行）

25 BANK STREET,CANARY WHARF,LONDON,E14
5JP UNITED KINGDOM
 (東京都千代田区丸の内２-７-１)  

40 1.05

大久保　敬一 香川県観音寺市 40 1.04

DFA INTL SMALL CAP VALUE
PORTFOLIO
（常任代理人　シティバンク、
エヌ・エイ東京支店）

PALISADES WEST 6300,BEE CAVE ROAD
BUILDING ONE AUSTIN TX 78746 US
（東京都新宿区新宿６-２７-３０）

37 0.96

計 ― 2,156 55.92
 

 

(注) １．上記のほか当社所有の自己株式104千株があります。

 ２．上記の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 　　　    266千株

株式会社日本カストディ銀行（信託口）　 　                  86千株

　　 ３．所有株式数は千株未満を切り捨てております。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2022年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

― ―
普通株式 104,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,846,400 38,464 ―

単元未満株式 普通株式 9,400 ― ―

発行済株式総数 3,960,000 ― ―

総株主の議決権 ― 38,464 ―
 

(注) １．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株（議決権1個）含

まれております。

　　 ２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式6株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

2022年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
三晃金属工業株式会社

東京都港区芝浦４-13-23 104,200 ― 104,200 2.63

計 ― 104,200 ― 104,200 2.63
 

 

 
２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第63号)

に基づいて作成し、「建設業法施行規則」（1949年建設省令第14号）に準じて記載しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(2022年７月１日から2022年９月

30日まで)及び第２四半期累計期間(2022年４月１日から2022年９月30日まで)に係る四半期財務諸表について、有限責

任 あずさ監査法人より四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2022年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金預金 10,358 10,354

  受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産 8,454 10,036

  電子記録債権 3,091 2,612

  製品及び半製品 658 665

  未成工事支出金 636 1,004

  材料貯蔵品 930 1,114

  その他 864 611

  流動資産合計 24,994 26,399

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物・構築物（純額） 1,541 1,521

   土地 4,005 4,005

   その他（純額） 1,346 1,287

   有形固定資産合計 6,893 6,815

  無形固定資産 329 354

  投資その他の資産   

   前払年金費用 412 440

   その他 856 863

   貸倒引当金 △1 △1

   投資その他の資産合計 1,267 1,302

  固定資産合計 8,490 8,472

 資産合計 33,484 34,871
 

 

EDINET提出書類

三晃金属工業株式会社(E00109)

四半期報告書

10/20



 

           (単位：百万円)

          
前事業年度

(2022年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2022年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形・工事未払金等 3,078 4,154

  電子記録債務 4,488 4,717

  未払法人税等 434 429

  契約負債 226 218

  完成工事補償引当金 64 55

  工事損失引当金 0 0

  支払補償費引当金 ― 15

  その他 1,014 715

  流動負債合計 9,306 10,305

 固定負債   

  退職給付引当金 1,820 1,887

  役員退職慰労引当金 81 62

  その他 1,155 1,145

  固定負債合計 3,058 3,095

 負債合計 12,364 13,400

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,980 1,980

  資本剰余金 344 344

  利益剰余金 17,075 17,427

  自己株式 △290 △290

  株主資本合計 19,109 19,461

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 △11 △10

  土地再評価差額金 2,020 2,020

  評価・換算差額等合計 2,009 2,010

 純資産合計 21,119 21,471

負債純資産合計 33,484 34,871
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高   

 完成工事高 12,870 14,196

 製品売上高 2,927 4,166

 売電事業売上高 47 48

 売上高合計 15,845 18,412

売上原価   

 完成工事原価 10,074 11,158

 製品売上原価 2,377 3,451

 売電事業売上原価 16 14

 売上原価合計 12,468 14,624

売上総利益   

 完成工事総利益 2,795 3,038

 製品売上総利益 550 715

 売電事業売上総利益 31 34

 売上総利益合計 3,376 3,787

販売費及び一般管理費 ※  2,395 ※  2,549

営業利益 980 1,238

営業外収益   

 受取利息 0 0

 未払配当金除斥益 1 1

 その他 0 1

 営業外収益合計 2 2

営業外費用   

 支払利息 0 1

 コミットメントフィー 1 1

 ゴルフ会員権評価損 1 ―

 為替差損 0 6

 営業外費用合計 3 9

経常利益 979 1,230

特別利益   

 受取保険金 2 23

 特別利益合計 2 23

特別損失   

 支払補償費 0 16

 固定資産除却損 0 0

 特別損失合計 0 16

税引前四半期純利益 981 1,237

法人税、住民税及び事業税 298 382

法人税等調整額 9 2

法人税等合計 308 384

四半期純利益 672 852
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 981 1,237

 減価償却費 286 288

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 ―

 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △52 △8

 工事損失引当金の増減額（△は減少） 0 △0

 支払補償費引当金の増減額（△は減少） ― 15

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 89 66

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △51 △19

 受取利息及び受取配当金 △0 △0

 支払利息 0 1

 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △804 △823

 棚卸資産の増減額（△は増加） △289 △558

 前払年金費用の増減額（△は増加） △10 △27

 仕入債務の増減額（△は減少） 826 1,321

 契約負債の増減額（△は減少） 17 △7

 受取保険金 △2 △23

 固定資産除却損 0 0

 支払補償費 0 0

 その他 △356 △346

 小計 635 1,116

 利息及び配当金の受取額 0 0

 利息の支払額 △0 △1

 保険金の受取額 2 22

 支払補償費の支払額 △0 △0

 法人税等の支払額 △466 △389

 営業活動によるキャッシュ・フロー 171 748

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △60 △147

 無形固定資産の取得による支出 △16 △79

 その他 △13 △10

 投資活動によるキャッシュ・フロー △90 △237

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 ― △0

 配当金の支払額 △500 △501

 ファイナンス・リース債務の返済による支出 △18 △13

 財務活動によるキャッシュ・フロー △519 △515

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △437 △3

現金及び現金同等物の期首残高 9,298 10,358

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  8,860 ※  10,354
 

EDINET提出書類

三晃金属工業株式会社(E00109)

四半期報告書

13/20



【注記事項】

(四半期損益計算書関係)

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

従業員給料手当 801百万円 841百万円

役員退職慰労引当金繰入額 42 〃 21 〃

退職給付費用 145 〃 107 〃
 

 
(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※　　現金同等物を所有していないため、四半期貸借対照表の現金預金の第２四半期末残高は、現金及び現金同等物

の四半期末残高と同額であります。

 
 

(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年４月28日
取締役会

普通株式 501 130.0 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

当第２四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年４月27日
取締役会

普通株式 501 130.0 2022年３月31日 2022年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注) １

合計

屋根事業 建材事業 計

売上高      

 一時点で移転される財又は　
　サービス

4,696 1,691 6,388 47 6,436

　一定の期間にわたり移転され
　る財又はサービス

9,409 ― 9,409 ― 9,409

 顧客との契約から生じる収益 14,105 1,691 15,797 47 15,845

  外部顧客への売上高 14,105 1,691 15,797 47 15,845

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 14,105 1,691 15,797 47 15,845

セグメント利益(注) ２ 842 107 949 31 980
 

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。

２　セグメント利益の合計980百万円は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

３　収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行

義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含

めております。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)

 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

    (単位：百万円)

 

報告セグメント
その他
(注) １

合計

屋根事業 建材事業 計

売上高      

 一時点で移転される財又は　
　サービス

4,940 1,881 6,822 48 6,871

　一定の期間にわたり移転され
　る財又はサービス

11,541 ― 11,541 ― 11,541

 顧客との契約から生じる収益 16,481 1,881 18,363 48 18,412

  外部顧客への売上高 16,481 1,881 18,363 48 18,412

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 16,481 1,881 18,363 48 18,412

セグメント利益(注) ２ 1,069 134 1,204 34 1,238
 

（注）１　「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、売電に関する事業であります。

２　セグメント利益の合計1,238百万円は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

３　収益認識に関する会計基準の適用指針第95項に定める代替的な取扱いを適用することにより、完全に履行

義務を充足した時点で収益を認識している工事契約については、一時点で移転される財又はサービスに含

めております。
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　（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載の通りでありま

す。

 
 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)

１株当たり四半期純利益 174円44銭 221円11銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益(百万円) 672 852

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 672 852

普通株式の期中平均株式数(株) 3,855,857 3,855,816
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

2022年11月11日

三晃金属工業株式会社

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人

　東京事務所
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 細　矢　　聡

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 波多野　直子

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている三晃金属工業株

式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第74期事業年度の第２四半期会計期間（2022年７月１日から2022年

９月30日まで）及び第２四半期累計期間（2022年４月１日から2022年９月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、三晃金属工業株式会社の2022年９月30日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任」

に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監

査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断し

ている。

四半期財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切であ

るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関

する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期財務諸表に対する結論を表明することにある。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論

付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において四半期財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事項が適切でない場合

は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レ

ビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく

なる可能性がある。

・四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準

拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表の表示、

構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

(注) １．上記の四半期レビュー報告書の原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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